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 息子は、K特別支援学校の高等部 3年となりました。親子共々12年目となる学校

で感じたことを、大きく分けて 3つお話したいと思います。 

 

 まず、過大過密問題です。 

 息子が入学した当時は、小中高を合わせて 300人弱の児童生徒数でした。昨年 R3

年度は 340人強、本年度は 350人強と年々増加しています。教職員も 180人強で、

学校内にはとても多くの人がいます。 

 数年前、児童生徒数の増加に伴い、5年契約のプレハブ校舎が作られましたが、そ

れでも特別教室も普通教室として使っている状態でした。そんな中、さらに児童生徒

数は増加傾向にあり、新たに 10年契約のプレハブ校舎が建てられました。それでも

特別教室を本来の目的として使うことができず、また、このコロナ禍で密にならない

対策のため、5年で終了のプレハブを延長することで、職員室の分散や、クールダウ

ン用の部屋を設けることができました。 

 先日、県会議員と市会議員と共に学校見学をしたところ、今年度はとても工夫され

ていることがよくわかり、皆さんの反応は素晴らしいと感心されていましたが、これは

あくまでも取り壊す予定だった 5年契約のプレハブ校舎が残っているからこそできる

対策です。それでも、電子黒板や歩行器等が廊下などに置かれていて、決して安全と

は言い切れない状況なのです。 



 大きなプレハブ校舎を 2棟も建てたことで、グランドが狭くなり、また、職員の車、ス

クールバス、デイサービスの車も増加したため、遊具やロータリーを取り壊し駐車場整

備もしてきました。グランドが狭くなったことで、小中高同時開催されていた運動会

は、３学年づつ分けられました。息子が低学年のころは、小中高同時開催でしたから、

小さくてかわいらしい子供達の姿と、たくましく成長したお兄さんお姉さんの姿を見る

ことができ、親としては、いつか我が子もあんなに成長するのかと、期待を持つことが

できました。ですが、分散運動会となってからは、それほど大きな差を感じることがなく

なったため、自然と親の不安が解消されることは難しくなりました。又、学校の目玉と

していた遊具のある築山を取り壊してしまったことで、低学年の遊び場が減り、校歌の

歌詞からも築山の言葉が削除され、とても残念な気持ちとなりました。 

 

 次に、通学時間の問題です。 

 K特別支援学校の学区は、5つの市となっています。 

 県の規定により、スクールバスでの最長通学時間は 80分となっています。息子が入

学した当時は 90分でした。10分短くするために、スクールバスを 2台増やし、またバ

ス停の数を減らす対策が行われました。これによって、自宅からバス停まで遠くなった

ご家庭もあります。つまり、スクールバスに乗ってからは最長 80分ですが、自宅から

バス停まで 15分掛かったりと、実際には自宅から学校までは 80分以上かかってい

るのです。 

 長時間のバス乗車の中では、トイレ問題やパニック、自傷他害問題もあります。シー

トベルトを外してしまったり等、非常時は途中でバスを停車しなければなりません。こ



れにより、それまで安定していた子が不安定になったりと、負の連鎖が起きることもあ

ります。  

 皆様に感覚的に分かり易く言い換えますと、毎日高速バスで東京まで往復の通学を

させている時間と同じです。皆様のお子様を東京まで毎日往復高速バスで通学させ

ますか？ 

 又、遠方から通う児童生徒は、放課後等デイサービスを利用する時間を取ることが

難しいです。学校と家庭だけでなく、放デイを使うことで、その子の出来ることを増や

すことができます。しかし、その機会が無いことで、自分で出来ることを増やすことが

できず、卒業後の行き先を減らしてしまっています。就労移行支援事業所へ行けるは

ずが、生活介護となってしまうことがあり、これによって、生活介護施設では定員オー

バーといった事態が起こり、困っている家庭もあるのです。 

 もし各市に特別支援学校があったら、長時間の通学問題は解消され、放デイも利用

することができ、卒業後の行き先選びにももう少し余裕を持つことができるので、各市

にとっても福祉事業所不足問題の解消に繋がると思います。 

 

 次に、肢体不自由児の通学問題です。 

 K特別支援学校の学区内に住む肢体不自由児の学区は、M特別支援学校です。

ですが、50キロも離れていてあまりにも遠方なため、知的障がい校の K特別支援学

校に間借りしているのです。もともと知的障がい校として作られているので、バリアフ

リーでなかったり、おむつ替えの場所がなかったり、車椅子では狭い廊下となってい

ます。 



 また、知的障がい校ですので、人員配置も肢体不自由児校よりも当然少なく、満足

のいく教育、支援を受けることができず、肢体不自由児を通学させる親としては安心

しきれないところがあります。 

 また、医療ケアが必要な場合やその子の状態によっては、スクールバスに乗車するこ

とができず親の送迎となります。肢体不自由校があるM市よりは近い K市の特別支

援学校と言っても、親子にとっては大きな負担のため、地域の学校になんとか受け入

れてもらってる方もいらっしゃいます。本当に適切な教育、支援が受けられているので

しょうか。 

 

 以上、K特別支援学校の現状を大きく３つに分けて紹介させて頂きました。 

この様に様々な理由から、各市町村には知的障がい校と、肢体不自由児校が必要で

あると考えます。 

 コロナ禍も三年目に入り、学校での感染・クラスターはとても心配です。私たちの子

供は抵抗力や免疫力が低かったり、病気の問題や病院へ行けないなど様々な理由か

らワクチンを打てない子もいます。マスクを正しく付けられない子、なんでも口に入れ

てしまう子、指導支援上距離が近くなり、感染リスクも高くなります。だからこそ、密に

ならない空間で適切な対応が必要となります。 

 私達、子供の親として、日本国憲法第 13条に唄われている 

「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権

利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必

要とする。」 



に則って、学校が子供達の就学・修学時の自由及び幸福や楽しい思い出作りの場で

あって欲しいと切に願うのです。 

 取り留めのない報告となりましが、K特別支援学校の現状を少しでもご理解いただ

けたらと思い、１２年間お世話になった子供の親として、少しでも後に続かれる皆様の

お役に立てればと考えております。 

 以上で特別支援学校に通学しての報告を終了いたします。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 


